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健康日本 21（第三次）とアルコール健康障害対策の推進について

　厚生労働省健康課の田邉です。本日はこのような機会を頂きまして、誠にありがとうございます。ま
た、過分な紹介をありがとうございます。
　私からは、「健康日本 21（第三次）とアルコール健康障害対策の推進について」ということで、厚労
省の最近の動きを中心にご説明させていただこうと思います。本日お話しさせていただきます内容とし
ては、健康日本 21（第三次）、それから特定健診・特定保健指導、また、その他、「飲酒ガイドライン」や、
普及啓発や生活指導のツール等についてご説明をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。
　まず、健康日本 21（第三次）ですけれども、ご存じの通り健康づくり運動としては、実は日本では
もう 40 年ぐらいの歴史があります。2000 年からは「健康日本 21」という名称を使わせていただきまし
て、運動を進めているというところです。本年度、2023 年度は、第二次の最終年度で、来年度から新
しい健康日本 21（第三次）がスタートするという状況です（スライド１）。
　こちらですが、健康増進法という法律に基づいた
運動で、大臣告示としまして、こういう内容の方針
をお示ししております。それを参考にしていただい
て、都道府県で、健康増進計画を策定していただく
ことになります。都道府県の計画に関しましては、
必ず作っていただくことになっています。また、市
町村に関しましても、これは努力義務ではあるので
すが、市町村の健康増進計画を作っていただくこと
になっておりまして、大体 1,750 ぐらいの市町村が
あるのですが、７割近くの市町村で作っていただい
ているというところです。
　この基本方針である大臣告示を今年の５月末に出
させていただきまして、こちらも参考にしていただ
きながら、現在、都道府県・市町村で新しいプラン
を作っていただいている状況です（スライド２）。
　先ほど申しましたように、今年は第二次の最終年
度ですので、この 10 年余りの第二次の成果はどう
であったのか、というところですが、まず一番大き
な目標であります健康寿命、これにつきましては左
側のグラフを見ていただきまして、◆が平均寿命で、
■が健康寿命です。平均寿命が延びているから健康
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S53～ 第１次国民健康づくり
健康診査の充実、市町村保健センター等の整備、
保健師などのマンパワーの確保

S63～ 第２次国民健康づくり ～アクティブ８０ヘルスプラン～
運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）

H12～ 第３次国民健康づくり
～健康日本21～

一次予防の重視
具体的な目標設定とその評価

H15(2003) 健康増進法の施行

H19(2007) 健康日本21中間評価

H23(2011) 健康日本21最終評価
「スマート・ライフ・
プロジェクト」開始H25～ 第４次国民健康づくり

～健康日本21（第二次）～
健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目標
生活習慣に加え社会環境の改善を目指す

H30(2018) 健康日本21（第二次）中間評価

R４(2022) 健康日本21（第二次）最終評価

我が国における健康づくり運動

2024
R6～ 第５次国民健康づくり

～健康日本21（第三次）～2035

○平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体
で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を
展開してきた。

健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画

第７条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。

国民健康づくり運動を進める上での基本方針。「国民健康づくり運動プラン」と呼称。以下の事項について定める。

①国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
②国民の健康の増進の目標に関する事項
③都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
④国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
⑤健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
⑥食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
⑦その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項

基本方針（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針：大臣告示）

都道府県

市町村
（特別区含む）

・基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を策定
（義務）

・基本方針・都道府県健康増進計画を勘案し、市町村
健康増進計画を策定（努力義務）

健康増進法

国民健康づくり運動
の展開
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寿命も延びているのではないかということはよくいわれるのですが、若干その差は縮まってきていま
す。ただし、特に女性では 10 年程度の差はありますので、健康寿命は順調に延びてきてはいるのですが、
平均寿命との差を更に縮めるというのが次の課題というところです。
　次に、53 項目の目標について、達成度をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価をしますと、大体、半分以
上がＡまたはＢの評価で、「目標を達成した」あるいは「改善傾向」だったのですが、やはりあまり変
わらないＣや悪化しているＤ判定のものもありました。
　一番右にあります生活習慣に関わる部分の項目が、ややＣやＤが多いのではないかとう傾向がありま
した。食事や睡眠、運動、そういった生活習慣に直接関わる部分について、少しまだ頑張っていく課題
があるのかなというところです。
　特に、Ｄの「悪化している」項目なのですが、左の下側を見ていただきますと、メタボの該当者・予
備群の方が増えています。子どもについても、やはりメタボの傾向の方が増えているというところがあ
ります。
　それから日本は睡眠時間が短いといわれますが、やはり睡眠による休養感を十分に取れている方、こ
れもやはり少し減っており、睡眠による休養はなか
なか取れていないという状況があります（スライド
３）。
　それからアルコールに関しましては、生活習慣病
のリスクを高める量を飲酒している方の割合が増え
ているという傾向があり、まだまだ厚労省としても
頑張らなければならないという状況です。
　アルコールにつきまして少し細かく見ていきます
と、男性については概ね横ばいで、生活習慣病のリ
スクを高める量を飲酒している方の割合はそこまで
増えていない傾向なのですが、女性はもともと割合
が低かったのですが、少しその割合が高くなっています。ベースライン値が 7.5％で、目標は 6.4％だっ
たのですが、最終評価では 9.3％まで上がっているというところで、女性についての割合が少し増えて
いるというところです。
　その他の 20 歳未満や妊婦さんの飲酒につきまし
ては、20 歳未満も、最初は中学生が１割で、高校
生が２割あったのですが、かなり改善しています。
妊婦さんの飲酒に関しましては、最初は１割ぐらい
あったものが、最新値は 0.8％、もうほとんど目標
を達成しているという状況まで改善しています（ス
ライド４）。
　このような第二次の最終評価の結果等を踏まえま
して、第三次ではどういう方向で進めていくかとい
うことを、専門家の先生方にお集まりいただいて議

スライド 3

・メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少
・適正体重の子どもの増加
・睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少
・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

（一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者）

健康日本21（第二次）の評価と課題

評価
①健康寿
命の延伸と
健康格差
の縮小

②生活習慣病
の発症予防と
重症化予防の
徹底（NCD
（非感染性疾
患）の予防）

③社会生活
を営むために
必要な機能
の維持及び
向上

④健康を支
え、守るため
の社会環境
の整備

⑤栄養・食生活、
身体活動・運動、
休養、飲酒、喫煙、
歯・口腔の健康に
関する生活習慣の
改善及び社会環
境の改善

全体

Ａ
目標値に達した １ ３ 3 １ ８

Ｂ
現時点で目標値
に達していないが、
改善傾向にある

３ 4 2 11 20

Ｃ
変わらない １ 4 3 １ ５ 14

Ｄ
悪化している １ １ 2 4

Ｅ
評価困難※ １ １ 2 ３ ７

合計 ２ 12 12 ５ 22 53
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○健康寿命は着実に延伸しつつある
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○一部の指標（特に生活習慣に関するもの）は悪化・目標未達

検討すべき課題
・自治体が健康づくり施策を効果的に進めるための方策
・データを利活用してより効果的に住民の行動変容を促すための方策
・社会環境整備等を通じ、健康に関心が薄い者を含めた健康づくり施策を更に進めていくための方策
・性差や年齢等も加味した健康づくりの方策
・新型コロナなど新興感染症の感染拡大による生活習慣の変化等を踏まえた健康づくり など

○悪化した目標項目

（年） （年）

（年） （年）

8.73

8.67

12.06

12.28

■平均寿命 ■健康寿命

目標の評価

※新型コロナにより、保健所による調査ができず、直近のデータがない等

健康日本21（第二次）で設定された目標について、達成状況を厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会において評価

9.13

12.68

５ .栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に
関する生活習慣及び社会環境の改善に関する目標（４）飲酒

項目 評価指標 ベースライン値 中間評価 最終評価（最新
値） 目標値 評価 項目評

価

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒し
ている者
（１日当たりの純アルコール摂取量が男性
40g以上、女性20g以上の者）の割合の
減少

１日当たりの純アルコー
ル摂取量が男性40g
以上の割合

15.3%
14.6%

14.9％(年齢調整
値)

14.9%
15.2％(年齢調整

値)
13%

C

D平成22年 平成28年 令和元年 令和４年度

１日当たりの純アルコー
ル摂取量が女性20g
以上の割合

7.5% 9.1%
9.3％(年齢調整値)

9.1%
9.6％(年齢調整値) 6.4%

D
平成22年 平成28年 令和元年 令和４年度

②未成年者の飲酒をなくす

中学3年生 男子
10.5% 7.2% 3.8%

（参考：1.7%） 0%
B

B

平成22年 平成26年
平成29年

（参考：令和３
年）

令和４年度

中学3年生 女子
11.7% 5.2% 2.7%

（参考：2.7%） 0%
B

平成22年 平成26年
平成29年

（参考：令和３
年）

令和４年度

高校3年生 男子
21.6% 13.7% 10.7%

（参考：4.2%） 0%
B*

平成22年 平成26年
平成29年

（参考：令和３
年）

令和４年度

高校3年生 女子
19.9% 10.9% 8.1%

（参考：2.9%） 0%
B

平成22年 平成26年
平成29年

（参考：令和３
年）

令和４年度

③妊娠中の飲酒をなくす 妊娠中の飲酒した者の
割合

8.7% 4.3% 1.0%
（参考：0.8%） 0%

B B
平成22年 平成25年

令和元年
（参考：令和２

年）
令和４年度

スライド 4
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論しました。まず良かった点、成果という部分では、法律や体制の整備というのは進んでいます。それ
から民間の企業の方々なども参画していただいていますので、多様な主体での健康づくり運動というの
は進みつつあります。また、新しいDXなど、そういう部分についてのテクノロジーというのもどんど
ん進んでいるというところです。
　一方で、課題としましては、メタボの方が増えている等々、やはり悪化している項目もあります。そ
れから、特に女性の飲酒であったり、そういう性差や年代別で見ていくと、特にこの集団では悪化して
いるという項目もありますので、集団ごとに傾向を見ていくという必要もあります。また、データの見
える化や PDCAサイクルにより目標を立てて取組を進めていくという部分が、まだまだ課題があるの
ではないかというご意見を頂いています。
　また、この運動は 10 年間程度の長い運動ですので、次の 10 年を考えますと、社会変化ということも
当然加味していく必要があります。少子高齢化がさらに進み、働き方の多様化、それから、いわゆるデ
ジタルトランスフォーメーション、DXについては、医療の分野をはじめとして、あらゆる分野で進ん
でいくだろうと予想されますので、そういうものをどうやって取り込んでいくのかというところも重要
な観点かと思っています。
　また、次の 10 年ということを考えますと、次の新興感染症の可能性もあります。いわゆるテレワー
ク主体の生活になって運動量が減少するといった生活様式の変化も予想されますので、そういうことに
ついてもやはり目標を立てる上では加味していくべきではないかということを、専門家の先生方からご
意見を頂いています。
　こうしたご意見等を踏まえまして、次の第三次の大きな方向性ですが、まずビジョンとしましては、「全
ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な
社会の実現」ということを大きなテーマとして挙げ
させていただいています（スライド５）。
　そのためにどういうことを進めていくのかという
ことで、2本の大きな柱を用意しています。まず左
側のほうで、「誰一人取り残さない健康づくり」、い
わゆるインクルージョンという考え方です。こちら
ですが、集団や個人の特性、ライフコースに応じて、
当然その方々の健康課題も違いますので、そういう
ものに対して丁寧に対応していくという部分が大事
ではないかと考えております。
　それから、いわゆる健康無関心層と呼ばれる方々がいらっしゃいます。すでに運動をして食事も気を
付けていますという方は、引き続きその取組を続けていただければいいのですが、なかなかそういう部
分に関心が薄い方というのを、どうやって健康にしていくかという部分が重要ではないかと考えており
ます。そういう意味では、多様な主体の健康づくりということで、様々な主体が有機的に連携していく
ことが重要であると考えています。
　もう一つ右側、「より実効性をもつ取り組み」ということで、インプリメンテーションという言葉を
書いています。これは第二次の時も先生方からもご指摘があったのですが、目標を立てて、その目標に

スライド 5

健康日本21（第三次）のビジョン

• 基本的な法制度の整備・枠組みの構築
• 自治体のみならず、保険者・企業など多様
な主体が健康づくりの取組を実施

• データヘルス・ICT利活用、社会環境整備、
ナッジ・インセンティブなど新しい要素も

これまでの成果

• 一部の指標が悪化
• 全体としては改善していても、一部の性・年
齢階級では悪化している指標がある

• データの見える化・活用が不十分
• PDCAサイクルの推進が不十分

• 少子化・高齢化の進展、総人口・生産年齢人口の減少、独居世帯の増加
• 女性の社会進出、労働移動の円滑化、多様な働き方の広まりによる社会の多様化
• あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーションが加速
• 次なる新興感染症も見据えた新しい生活様式への対応

課題

ビジョン

予想される
社会変化

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現

①誰一人取り残さない健康づくりを展開する（Inclusion）
②より実効性をもつ取組を推進する（Implementation）
• 多様化する社会において、集団に加え個人の特性をより重視しつつ最適な支援・アプローチの実施
• 様々な担い手（プレーヤー）の有機的な連携や、社会環境の整備
• ウェアラブル端末やアプリなどテクノロジーも活用したPDCAサイクル推進の強化
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向かって頑張る、その目標が達成されたかどうかというのをきちんと評価するという部分は非常に大事
ですけれども、計画を作って、もうその段階でやった感が出てしまって、なかなかその後の取組につな
がっていないのではないかというご指摘がありました。そのため、2点目のアクションプランという言
葉を使っていますが、こういう取組をしたら効果が出るのではないでしょうかというような、自治体の
取組の参考となる具体的な方策を含めてご提示をして、市町村・都道府県の取組をサポートするという
ことが重要ではないかと考えています。
　また、先ほど申しましたように、ICTの利活用という部分、いわゆる個人の健康づくりでは腕時計
等のウェアラブル端末等で自分の健康状態を把握することはできるのですが、それをどうやって市町村
などの取組の中に落とし込んでいくかというと、な
かなか難しい部分はあるのですが、こういう新しい
テクノロジーがどんどん進んでいきますので、何と
かそういうものも健康づくりの中に取り込んで、新
しいものを提示していく必要があります。こういう
大きな柱の取組を進めさせていただいて、健康寿命
の延伸という最大目標を進めていければと考えてお
ります（スライド６）。
　そういう意味では、まず上にあります個人の行動
と健康状態の改善、いわゆる個人の行動変容という
部分は、やはりどうしても重要になってきます。生
活習慣を改善し、生活習慣病の発症を予防して、生
活習慣病になった場合でも重症化を予防するということです。個人で頑張っていただかなければならな
い部分はあるのですが、なかなか個人の部分では限界がありますので、それを支えるという意味で、社
会環境の質の向上という部分が大切ではないかと考えております。
　本人が気付かないうちに実は健康になっていくということができれば理想なのです。例えば、お昼ご
飯は毎日コンビニのお弁当で済ませているという方がいらっしゃった場合に、実はそのコンビニのお弁
当は全て減塩になっているという状況だと、自然と塩分摂取が控えられて、血圧等が改善する効果が期
待できます。なかなか難しいのですが、そういう個人の健康を支えていくという意味での社会環境の整
備というものも進めていければと考えております。
　それから、一番下に「ライフコースアプローチ」
と書いてあります。現在の健康は、当然、将来の健
康に影響しますし、また、過去の生活習慣の影響で
現在の健康状態がありますので、そういうトータル
でライフコースを見て、健康づくりというものを考
えていくという、俯瞰（ふかん）的な健康づくりの
あり方も大事ではないかということを考えて、第三
次の取組を進めていければと考えています（スライ
ド７）。

スライド 6

健康日本21（第三次）の全体像

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現ビジョン

誰一人取り残さない
健康づくり
（Inclusion）

目標の設定・評価
エビデンスを踏まえた目標設定、
中間評価・最終評価の精緻化健康寿命の延伸と健康格差の縮小

基本的な方向

個人の行動と健康状態の改善

社会環境の質の向上

ライフコースアプローチを踏まえた
健康づくり

集団や個人の特性を踏まえた
健康づくり

性差や年齢、ライフコースを
加味した取組の推進

アクションプランの提示
自治体の取組の参考となる
具体的な方策を提示

ICTの利活用
ウェアラブル端末やアプリ
などテクノロジーを活用

多様な主体による健康づくり
産官学を含めた様々な担い手の

有機的な連携を促進

健康に関心が薄い者を含む
幅広い世代へのアプローチ
自然に健康になれる環境づくり

の構築

より実効性をもつ
取組

（Implementation）
ビジョン実現のため、以下の基本的な方向で

国民健康づくり運動を進める

※期間は、令和６～17年度の12年間の予定。

○ 人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。
また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改
善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。

スライド 7

生活機能の維持・向上

生活習慣病
（NCDs）の
発症予防

生活習慣病
（NCDs）の
重症化予防

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める

健康日本21（第三次）の概念図

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

個人の行動と健康状態の改善 社会環境の質の向上

自然に
健康になれる
環境づくり

社会とのつながり・こころの健康の
維持及び向上

誰もがアクセスできる
健康増進のための基盤の整備

生活習慣の
改善

（リスク
ファクター
の低減）

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり
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　では、第二次と比べて第三次の新しい点は何なのかということをよく問われるのですが、大体５つ、
ポイントを書いています。まず、女性の健康というものを項目立てて、新しく今回から導入しています。
女性の方の場合は、女性ホルモンがライフステージによって大きく変化しますので、健康課題というの
も大きく変わってくるという特性があります。そういう部分を踏まえると、やはり女性の健康というも
のを一つ大事にしていく必要があるのではないかというところですので、それに関連した項目を目標設
定させていただいて、取組を進めていこうということが一つあります。
　それから、先ほど申しました健康無関心層、関心が薄い方に対するアプローチ、そういう意味では環
境づくりが大事ではないかと考えていますので、真ん中の多様な主体との連携ということで、健康増進
計画だけではなくて、医療の分野や、あるいは健康経営の分野など様々な動きがありますので、そうい
うところと連携をして、健康づくりをトータルで進めていくというところも大事ではないかと考えてい
ます。そのため、そうした目標項目も今回は入れています。
　それから、右上の「アクションプランの提示」ですが、実効性をもつということで、何をやったらい
いのかということを、エビデンスを踏まえて好事例等もしっかり提示して、そういう具体例等も参考に
しつつ、市町村や都道府県で取組を進めていただいてはどうかという部分です。
　それから、最後がICTの活用です。個人の情報の見える化という点は非常に大事だと思っております。
例えば、健康指導などで体重を１週間に１回測るようなツールと、毎日測るようなツールを使用した場
合に、やはり毎日測った方がその人の体重のコント
ロールは良好であったというような報告もあります
ので、やはり見える化を進めていくことは、大事で
はないかと考えております。そういう部分について
も今回は取り込んでいってはどうかということで、
新しい視点としてはこういうものを取り入れており
ます（スライド８）。
　次に、項目ですけれども、「新」というのが新し
く今回から導入した項目で、それ以外の項目も見直
しを行っているものもあります。例えば、睡眠に
関してなのですが、これまでは睡眠による休養感、
「しっかりと休養が取れましたか」というところをメインに聞いていたのですが、それに加えまして、
やはり睡眠の時間というものが大事だという指摘がありました。特に日本はOECD諸国の中で睡眠時
間が短いといわれていますので、時間についても一定の目標を設定し、評価していこうということで新
たに入れています。
　それから例えば、下から２番目の健康経営ですが、これも経産省さんと相談をしまして、会社のほう
で健康経営を進めている企業も増えていますので、そういうものも数値として、目標に取り込んでいこ
うというところです。
　また、一番下ですが、女性の健康という部分では３つ目標を設定しておりまして、まず若い女性では
痩せの問題があります。これは世界で見ると日本特有といいますか、世界では例が少ない健康課題で、
その痩せの問題についての指標です。それから、やはりアルコールが増えているという問題があります

スライド 8

健康経営、産業保健、
食環境イニシアチブに関する目標を追加、

自治体での取組との連携を図る

健康日本21（第三次）の新たな視点

「女性の健康」を新規に項目立て、
女性の健康週間についても明記

骨粗鬆症検診受診率を新たに目標に設定

ウェアラブル端末やアプリの利活用、
自治体と民間事業者（アプリ業者など）間
での連携による健康づくりについて明記

⑤PHRなどICTを利活用する取組は
一定程度進めてきたが、
さらなる推進が必要

③行政だけでなく、多様な主体を
巻き込んだ健康づくりの取組を

さらに進める必要

④目標や施策の概要については記載があ
るが、具体的にどのように現場で取組を

行えばよいかが示されていない

②健康に関心の薄い者など幅広い世代に
対して、生活習慣を改めることが
できるようなアプローチが必要

ｖ

自治体による周知広報や保健指導など
介入を行う際の留意すべき事項や好事例

集を各分野で作成、周知
（栄養・食生活、身体活動・運動、睡眠、喫煙など）

アクションプランの提示

自然に健康になれる環境づくり

①女性の健康については、これまで
目だしされておらず、性差に着目した

取組が少ない

女性の健康を明記

健康に関心の薄い人を含め、本人が無理
なく健康な行動をとれるような

環境づくりを推進

個人の健康情報の見える化・利活用
について記載を具体化

他計画や施策との連携も
含む目標設定

○ 「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。
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ので、全体の目標としてのアルコールに加えて、女性のアルコールの目標値も立てております。
　ライフコースの後半ですと、骨粗鬆症という健康課題があります。これはエストロゲンが閉経に伴い
減少することによって、骨リモデリングのバランスが崩れ、骨がもろくなってしまうことに起因してお
り、女性に起こりやすい疾患ですが、検診によって
骨粗鬆症による骨折が一定程度防げるというエビデ
ンスがあります。骨粗鬆症検診は現在自治体の検診
メニューにも入っているのですが、その受診率の向
上を目標に設定しております（スライド９）。
　健康日本 21（第三次）は、期間を 12 年間として
おります。これまでは 10 年だったり、11 年だった
り、少し変動はあったのですが、他の医療計画や適
正化計画が６年で、介護保険事業計画は３年、それ
からデータを収集する国民健康・栄養調査は４年と
なっていますので、６年、３年、４年の中で、数字
を合わせると12年が一番適切ではないかということで議論いただいた結果、12年となっています。ただ、
12 年間ずっと同じで見直しを行わないということではなく、中間評価を行い、達成状況等々を踏まえて、
見直し等も行っていく予定です。
　また、その他の変更点としましては、これまでは最終年度に何％になることを目標とするといった目
標設定を行っていたのですが、それだと最終年度の翌年から次のプランが始まりますので、最終年度に
最終評価を行って、次のプランを作成するのはスケジュール的に困難です。そのため、最終年度の数年
前に最終評価を行うことになり、目標を「達成しそう」や「達成するのではないか」というような最終
評価になっていました。明確に目標を達成できたか
ということを評価し、次のプランの策定につなげた
方がよいのではないかというご意見を頂きましたの
で、目標値の年度を少し前の年度に変更して、令和
14 年度にいくらになっているかという目標を立て
て、それを達成したかどうかというのを評価した上
で、PDCAサイクルとして、次のプランに生かし
ていくというサイクルとなるような、少し細かい修
正もしております（スライド 10）。
　全体像としてはこのようなイメージです。アル
コールに関しては、国民全体として生活習慣病のリ
スクを高める量の飲酒をしている方の割合、この目標と、先ほど申しました、女性に限定して生活習慣
病のリスクを高める量の飲酒をしている方の割合という、２つの目標を立てています。全体では 10％
に抑えようというところです。それから妊婦さんに関しましては0.8％で、ほぼ目標を達成していました。
20 歳未満に関しましては引き続き 0％が目標となっております。
　また、女性に関しましては、第二次で 6.4％という目標を設定していまして、それは達成できていま

スライド 9

目標 指標 目標値

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

健康寿命の延伸 日常生活に制限のない期間の平均 平均寿命の増加分を上回
る健康寿命の増加

個人の行動と健康状態の改善

適正体重を維持している者の増加（肥満、若年女性のやせ、
低栄養傾向の高齢者の減少） ＢＭＩ18.5以上25未満（65歳以上はＢＭＩ20を超え25未満）の者の割合 66％

野菜摂取量の増加 野菜摂取量の平均値 350ｇ

運動習慣者の増加 運動習慣者の割合 40％

睡眠時間が十分に確保できている者の増加 睡眠時間が６～９時間（60歳以上については、６～８時間）の者の割合 60％

生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒してい
る者の減少 １日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者の割合 10％

喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） 20歳以上の者の喫煙率 12％

糖尿病有病者の増加の抑制 糖尿病有病者数（糖尿病が強く疑われる者）の推計値 1,350万人

COPD（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率の減少 COPDの死亡率（人口10万人当たり） 10.0

社会環境の質の向上

「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシ
アチブ」の推進

「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」に登録されて
いる都道府県数 47都道府県

健康経営の推進 保険者とともに健康経営に取り組む企業数 10万社

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり（女性の健康関係）

若年女性のやせの減少 ＢＭＩ18.5未満の20歳～30歳代女性の割合 15％

生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒してい
る女性の減少 １日当たりの純アルコール摂取量が20g以上の女性の割合 6.4％

骨粗鬆症検診受診率の向上 骨粗鬆症検診受診率 15％

主な目標

新

新

新

新

新

○ 基本的な方向に沿って、目標を設定。健康（特に健康寿命の延伸や生活習慣病の予防）に関する科学的なエビデンスに基づくこと、継続性や事後的な
実態把握などを加味し、データソースは公的統計を利用することを原則。目標値は、直近のトレンドや科学的なエビデンス等も加味しつつ、原則として、
健康日本21（第二次）で未達のものは同じ目標値、目標を達成したものはさらに高い目標値を設定。（全部で51項目）

スライド 10

運動期間中のスケジュール

目標の評価

• 全ての目標について、計画開始後６年（令和11年）を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後10年（令
和15年）を目途に最終評価を行う

→評価・分析に応じて、基本方針も必要に応じて更新、PDCAサイクルを通じて、より効果的な健康づくりを行う。

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

2036
R18

第三次 次々期

自治体
次々期計画策定

国民健康・栄養調査
大規模調査 結果

公表

第二次

自治体次期計画策定

中間
評価

次々期
検討

最終
評価

結果
公表

計画期間

• 関連する計画（医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業（支援）計画等）と計画期間をあわせること、
各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏
まえ、令和６～17年度までの12年間とする。

アクションプラン

• 令和５年度以降、アクションプランについて、健康日本21（第三次）推進専門委員会で検討し、自治体等
に示していく。

アクションプランについて議論・提示

結果
公表

ベースライン
の提示
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せんでしたので、第三次においても引き続き同様に 6.4％を目指すとしております。第三次においては、
このようなアルコールに関する目標を設定しております。ここまでが健康日本 21 のお話です（スライ
ド 11）（スライド 12）。

　次に来年度から特定健診・特定保健指導についても第４期がスタートします。こちらは高齢者の医療
の確保に関する法律で、この健診を実施することが制度として規定されておりまして、健診とその後の
保健指導の２つをセットで行うというところが重要なポイントです。基本的にはメタボの方をピック
アップして、保健指導につなげるという健診なのですが、こちらの見直しも昨年度に行いました（スラ
イド 13）（スライド 14）。
　この中でアルコールに関する部分ですが、現行でも問診でアルコールの飲酒量等については聞いてい
るのですが、もう少し細かい質問に見直した方がよいというご意見を先生方から頂きましたので、それ
を踏まえた修正をしております。
　細かい字で申し訳ないのですが、１点目は、アルコールの健康影響というのは、アルコールを飲む頻
度と、それから１回に飲む量によって決まります。そのため飲む量と頻度について、もう少し細かく取っ
たほうがいいのではないかということでしたので、WHOのガイドライン等を踏まえて、少し細かく、
飲む頻度と飲む量については回答選択肢を分けています。

スライド 12

【参考】健康日本21（第三次）の飲酒に係る目標項目

目標 指標 目標値
別表第二 個人の行動と健康状態の改善に関する目標
１ 生活習慣の改善

（４） 飲酒
① 生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める
量を飲酒している者の減少

１日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ
以上、女性20ｇ以上の者の割合

10%
（令和14年度）

② 20歳未満の者の飲酒をなくす 中学生・高校生の飲酒者の割合 0%（令和14年度）

目標 指標 目標値
別表第四 ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりに関する目標
（３） 女性

③ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量
を飲酒している女性の減少
（生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量

を飲酒している者の減少の
一部を再掲）

１日当たりの純アルコール摂取量が20ｇ以上
の女性の割合

6.4%

（令和14年度）

スライド 13

特定健康診査・特定保健指導に係る法令について

（特定健康診査等基本指針）

第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同
じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定める
ものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。
以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定める
ものとする。

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 5 7年法律第 8 0号）（抄）

（法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病）

第一条 高齢者の医療の確保に関する法律（以下「法」という。）第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、
高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪（腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪
細胞内に貯蔵された脂肪をいう。）の蓄積に起因するものとする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 1 9年政令第 3 1 8号）（抄）

○ 特定健康診査・特定保健指導は、平成20年度から上記法令に基づき、40歳から74歳までの被保険者・ 被扶養
者に対して、保険者が実施している。

スライド 14

特定健診・特定保健指導の概要

▶根拠法 ：高齢者の医療の確保に関する法律
▶実施主体 ：医療保険者
▶対象 ：４０歳以上７５歳未満の被保険者・被扶養者
▶内容(健診）：高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する

生活習慣病に関する健康診査を実施。
▶内容（保健指導）：健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して特定

保健指導を実施。
▶実施計画 ：医療保険者は６年ごとに特定健診等実施計画を策定
▶計画期間 ：第１期（2008～2012年度）、第２期（2013～2017年度）

第３期（2018年度～2023年度）、第４期（2024年度～2029年度）
▶項目等 ：特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等

スライド 11

健康日本21（第三次）の基本的な方向と領域・目標の概要

個人の行動と健康状態の改善

生活習慣の改善

栄養・食生活 適正体重を維持している者、肥満傾向児、バランスの良い食事、野菜・果物・食塩の摂取量

身体活動・運動 歩数、運動習慣者、子どもの運動・スポーツ

休養・睡眠 休養が取れている者、睡眠時間、週労働時間

飲酒 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒、20歳未満の飲酒

喫煙 喫煙率、20歳未満の喫煙、妊婦の喫煙
歯・口腔の健康 歯周病、よく噛んで食べることができる者、歯科検診受診率

生活習慣病（NCDs）の
発症予防／重症化予防

がん 年齢調整罹患率・死亡率、がん検診受診率

循環器病 年齢調整死亡率、高血圧、脂質高値、メタボ該当者・予備群、特定健診・特定保健指導

糖尿病 合併症（腎症）、治療継続者、コントロール不良者、有病者数

COPD 死亡率

生活機能の維持・向上 ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症検診受診率、心理的苦痛を感じている者

健康寿命の延伸・健康格差の縮小
健康寿命の延伸・健康格差の縮小 健康寿命、健康格差

社会環境の質の向上
社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 地域の人々とのつながり、社会活動、共食、メンタルヘルス対策に取り組む事業場

自然に健康になれる環境づくり 食環境イニシアチブ、歩きたくなるまちなかづくり、望まない受動喫煙

誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 スマート・ライフ・プロジェクト、健康経営、特定給食施設、産業保健サービス

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

ライフコースアプローチを
踏まえた健康づくり

こども こどもの運動・スポーツ、肥満傾向児、20歳未満の飲酒・喫煙

高齢者 低栄養傾向の高齢者、ロコモティブシンドローム、高齢者の社会活動

女性 若年女性やせ、骨粗鬆症検診受診率、女性の飲酒、妊婦の喫煙
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　それから、飲まない方の中にやめたという方が含まれていて、やめた方というのは何らかの健康上の
理由があってやめるパターンが多いですので、やめた方だけをフォローしていきますと死亡率が高いと
いうデータもあります。そのため、飲まない人とやめた人は分けた方がいいのではないかというご指摘
がありましたので、修正をしています。
　現行の質問は、まず頻度に関しては「毎日」、「時々」、「ほとんど飲まない」となっていまして、この「時々」
というところは「毎日」の次ですから、週６日から月１回程度まで全部含まれていますので、この部分
はもう少し細かく分けた方がよいという指摘がありました。WHOのデータ等を見ますと、右側の図に
ありますように、やはり細かく、飲む頻度と飲む量
によってリスクが上がるということが言われていま
すので、何とかこういう人たちがきちんと分かるよ
うにということで、特定健診の質問項目を変えては
どうかというご意見がありました。そういうご意見
を踏まえまして、頻度に関しては少し細かいのです
が、このように細かくデータを取れるようにしてい
ます（スライド 15）。
　一応、国民健康・栄養調査等々の、いわゆる統計
調査で使っている質問項目とほぼそろえていますの
で、見慣れたところまではいかないのですが、見た
ことがあるかなというぐらいの質問の選択肢になっ
ているかなというところです。これに加えて、７番
目でやめたという方をピックアップできるように項
目を設けて、特に要注意の方も見えるようにしてい
ます（スライド 16）。
　それから飲酒の量ですけれども、いわゆるビンジ
飲酒と呼ばれる、１回に多量に飲むこともリスクに
なりますから、そういう意味では５合までの分割に
した方がよいのではないかというご意見がありまし
たので、５合以上というところまで、データを取れ
るように増やしています（スライド 17）。
　また、飲酒量の換算の部分なのですが、最近、缶チューハイでいろいろな度数のものが増えています
ので、商品の数が多いことなどを踏まえて、少し修正を行っています（スライド 18）。
　続きまして、飲酒ガイドラインの策定の状況についてです。飲酒ガイドラインと申しますのは、アル
コール健康障害基本法という法律の中で、現在、第２期のアルコール健康障害対策基本計画の期間中で、
この基本計画の中で国民向けの飲酒ガイドラインを作るようにということが書かれています。そのた
め、飲酒量をはじめ、飲酒の形態、年齢、性別、体質によって、どのようなリスクがあるかというのを、
国民の皆さまに分かりやすくお示しするようなガイドラインを作りましょうということが言われていま
す。これに基づいて、現在、アルコールの専門家や行動科学、あるいはメンタル面等の専門家の先生方

スライド 15

スライド 16

• 「標準的な健診・保健指導プログラム」において、受診勧奨判定値を超えるレベルの場合に直ちに服薬等の治療が開始さ
れるという誤解を防ぐための注釈等を追加するとともに、健診項目のレベルに応じた対応を示しているフィードバック文例集の
構成等についても、活用がより一層進むような見直しを行う。

• 「標準的な健診・保健指導プログラム」に、医療関係者への情報提供を目的とした医療機関持参用文書（案）を掲載し、
健診受診者が医療機関を受診する際等に持参・活用できるような見直しを行う。

第４期の見直しの概要（質問項目・健診項目・その他技術的事項）

• 標準的な質問項目に関する基本的な考え方について、｢地域の健康状態の比較に資する項目｣を｢地域間及び保険者間
の健康状態の比較に資する項目｣に修正する。

• 喫煙に関する質問項目について、｢過去喫煙していたが、現在は喫煙しない者｣を区別するための回答選択肢を追加すると
ともに、「現在、習慣的に喫煙している者」についても現行の定義を維持した上で、分かりやすい表現に修正する。

• 飲酒に関する質問項目について、「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」をより詳細に把握できるように、飲酒
頻度と飲酒量の回答選択肢を細分化するとともに、「禁酒者」を区別するための回答選択肢を追加する。

• 保健指導に関する質問項目について、特定保健指導の受診歴を確認する質問に変更する。

質問項目の見直しについて

• 「標準的な健診・保健指導プログラム」の「健診検査項目の保健指導判定値」及び階層化に用いる標準的な数値基準に
ついて、食事の影響が大きい中性脂肪に、随時採血時の基準値（175 mg/dl）を追加する。

健診項目の見直しについて

その他

 飲酒の健康影響は、曝露頻度（飲酒の頻度）と曝露量（飲酒量）で推計されるが、飲酒頻度・飲酒量
ともに、項目18・19における回答選択肢が細分化されておらず、健康日本21（第二次）やWHOのガイド
ライン等に基づく「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」の一部について、適切に把握することが
難しい。これらの飲酒に係るリスクのある者を把握できるよう、以下のような修正を行う。
 飲酒の頻度については、現行の回答選択肢「②時々」を、「②週５～６日」、「③週３～４日」、「④
週１～２日」、「⑤月に１～３日」、「⑥月に１日未満」に修正する。

 飲酒量については、「④３～５合未満」、「⑤５合以上」を追加する。

 最も多い禁酒の理由は、「健康障害（何らかの病気のために禁酒した）」であり、禁酒者で死亡リスクが非
常に高いとの報告がある。項目18における現在の回答選択肢では、「③ほとんど飲まない」と回答した者に、
「禁酒者」が含まれており、過去から現在までほとんど飲酒をしていない者と区別して把握することが難しいこと
から、「禁酒者」を飲酒に係るリスクがない群と区別するため、以下のような修正を行う。
 回答選択肢に「⑦やめた」を追加する。

 これらの修正により、生活習慣病や健康障害に係るリスクの詳細な評価や、必要に応じた適切な助言を行う
ことが可能となる。

 また、質問項目の飲酒量の換算に関する補足説明について、回答者の理解を促すための修正を行う。
 量（ml）にアルコール度数を併記する等の修正を行う。

飲酒に関する質問項目について

見直しの方向性と修正（案）
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に集まっていただいて、ガイドラインを作っている最中です。間に合えばお出しできるかなと思ってい
たのですが、まだ議論の最中ですので、もう少しお時間を頂ければというところでして、今回は「今、作っ
ています」というご報告です。大変申し訳ありません（スライド 19）（スライド 20）（スライド 21）。
　また、今後の普及啓発についてですが、これから年末になりますので、やはりビンジ飲酒というのが
一つの大きな問題になります。健康課でもいろいろな普及啓発活動を行っていまして、今年は侍ジャパ
ンの栗山元監督にアンバサダーになっていただいて、いろいろなところで普及啓発を行っています。い
わゆる短時間に大量にお酒を飲むビンジ飲酒は健康にとても危ないというメッセージを出しています。
この素材はホームページからダウンロードできると思いますので、ぜひご活用いただければと思います
（スライド 22）。
　また、生活指導という部分で、アルコールの生活指導をする時の教材がなかなかいいものがないとい
うお声も頂きまして、これもインターネットからダウンロードできるツールを用意しています。ご本人
にお配りする支援ツールと、指導する方向け説明資料がありますので、これらを活用いただいて、アル
コールに関する生活指導という部分でも何とか皆さまのご支援ができればと考えております。インター
ネットからフリーでダウンロードできますので、もしもご興味がありましたら、「e- 健康づくりネット」
と入れていただいたら出てくると思いますので、ぜひご活用いただければと考えています（スライド
23）。

クを高める量の飲酒をしている方の割合、この目標と、先ほど申しました、女性に限定して生活習慣病
のリスクを高める量の飲酒をしている方の割合という、２つの目標を立てています。全体では 10％に
抑えようというところです。それから妊婦さんに関しましては 0.8％で、ほぼ目標を達成していました。
未成年に関しましては引き続き 0％が目標となっております。
　また、女性に関しましては、第二次で 6.4％という目標を設定していまして、それは達成できていま
せんでしたので、第三次においても引き続き同様に 6.4％を目指すとしております。第三次においては、
このようなアルコールに関する目標を設定しております。ここまでが健康日本 21 のお話です。【スライ
ド 11　健康日本 21（第三次）の基本的な方向と領域・目標の概要】【スライド 12　【参考】健康日本 21
（第三次）の飲酒に係る目標項目】

　次に来年度から特定健診・特定保健指導についても第４期がスタートします。こちらは高齢者の医療
の確保に関する法律で、この健診を実施することが制度として規定されておりまして、健診とその後の
保健指導の２つをセットで行うというところが重要なポイントです。基本的にはメタボの方をピック
アップして、保健指導につなげるという健診なのですが、こちらの見直しも昨年度に行いました。【ス
ライド13特定健康診査・特定保健指導に係る法令について】【スライド14特定健診・特定保健指導の概要】
　この中でアルコールに関する部分ですが、現行でも問診でアルコールの飲酒量等については聞いてい
るのですが、もう少し細かい質問に見直した方がよいというご意見を先生方から頂きましたので、それ
を踏まえた修正をしております。

スライド 17

（参考）②飲酒に関する質問項目について
（参考）飲酒によるリスクが高い者と禁酒者数の推計

○ 2019年度の特定健診の受診者（約2,990万人）のうち、約120万人は特定保健指導終了者。
○ 特定保健指導の対象とならなかった者等（約2,870万人）について、飲酒による健康影響のリスクを推計したところ、約780万

は現行の回答選択肢では、飲酒によるリスクの評価が困難。
○ 「ほとんど飲まない」に該当した者（約1,460万人）に含まれる禁酒者の区別が困難。

（2019年度特定健診及び国民生活基礎調査の40歳～74歳の者のデータを用いて推計）

男性
19 飲酒日の１日当たりの飲酒量

①１合未満 ②１～２合
未満

③２～３合
未満 ④３合以上

18
お酒を飲
む頻度

①毎日 リスクなし
約280万人

リスクあり
約220万人

②時々 リスクの評価が困難
約480万人

③ほとんど飲
まない（飲
めない）

リスクなし
※禁酒者(リスクあり)を含む

約590万人

女性
19 飲酒日の１日当たりの飲酒量

①１合未満 ②１～２合
未満

③２～３合
未満 ④３合以上

18
お酒を飲
む頻度

①毎日 リスクなし
約40万人

リスクあり
約90万人

②時々 リスクの評価が困難
約300万人

③ほとんど飲
まない（飲
めない）

リスクなし
※禁酒者(リスクあり)を含む

約870万人

（男性） １合未満 １～２合未満 ２～３合未満 ３～5合未満 ５合以上
毎日 生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している者週５～６日
週３～４日
週１～２日
月１～３日

（女性） １合未満 １～２合未満 ２～３合未満 ３～5合未満 ５合以上
毎日 生活習慣病のリスクを高める量を

飲酒している者週５～６日
週３～４日
週１～２日
月１～３日

（参考）飲酒に係るリスクの評価

（健康日本21（第二次）及びWHOのガイドラインで規定されている飲酒による生活習慣病等のリスク評価）

スライド 18

スライド 19 スライド 20

質問項目 回答

18

現行 お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日
②時々
③ほとんど飲まない（飲めない）

修正案
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度はどのくらいですか。
（※「やめた」とは、過去に月１回以上の習慣的な飲酒歴があった者のうち、最
近１年以上酒類を摂取していない者）

①毎日
②週５～６日
③週３～４日
④週１～２日
⑤月に１～３日
⑥月に１日未満
⑦やめた
⑧飲まない（飲めない）

19

現行
飲酒日の１日当たりの飲酒量
日本酒１合（１８０ｍｌ）の目安：ビール５００ｍｌ、焼酎（２５度（１１０ｍｌ）、
ウイスキーダブル１杯（６０ｍｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ）

①１合未満
②１～２合未満
③２～３合未満
④３合以上

修正案
飲酒日の１日当たりの飲酒量
日本酒１合（アルコール度数15度・180ml）の目安：ビール（同５度・500ml）、焼酎
（同25度・約110ml）、ワイン（同14度、約180ml）、ウイスキー（同43度・60ml）、
缶チューハイ（同５度・約500ml、同７度・約350ml）

①１合未満
②１～２合未満
③２～３合未満
④３～５合未満
⑤５合以上

飲酒に関する質問項目について

赤字：修正箇所

見直しの方向性と修正（案）

 曝露頻度（飲酒の頻度）と曝露量（飲酒量）による飲酒リスクの評価をより詳細にできるように修正。
 禁酒者を把握できるように、「やめた」の回答選択肢を追加。

第２期アルコール健康障害対策基本計画（一部抜粋）
令和４年10月31日

参考資料
第１回 飲酒ガイドライン作成検討会

第２期アルコール健康障害対策基本計画の重点課題

Ⅰ．第２期計画の重点課題について

＜重点課題＞
・ 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及と不適切な飲酒を防止する社会づくりを通じて、将来に
わたるアルコール健康障害の発生を予防する。

＜取り組むべき施策＞
① 20歳未満の者や妊産婦などの飲酒すべきでない者の飲酒リスクの普及啓発及び不適切
飲酒を未然に防ぐ取組の徹底を引き続き実施する。
② また、将来的なアルコール健康障害の発生につながる健康リスクの高い飲酒習慣や、
アルコール関連問題の要因となり得る一時多量飲酒のリスクに対する理解の促進を図る。
③ 飲酒に伴う健康影響は、年齢、性別、体質等に応じて異なることを踏まえ、誰もが
アルコール健康障害の問題を我が事と認識できるように、特に健康影響を受けやすいと考
えられる女性・若年者・高齢者など、特性に応じて留意すべき点等をわかりやすく啓発を進
める。
④ 酒類業界においても、国や地方公共団体によるこれらの普及啓発と連携し、不適切な飲酒
の誘因防止の観点から、アルコール飲料の公告・表示等における自主的な取組を引き続き
進める。

第２期アルコール健康障害対策基本計画（一部抜粋）

＜重点目標＞
・ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を男性13.0％、女性6.4％まで
減少させること

・ 20歳未満の飲酒をなくすこと
・ 妊娠中の飲酒をなくすこと

Ⅱ．基本的施策

アルコール健康障害対策推進基本計画（一部抜粋）

Ⅳ 基本的施策
１．教育の振興等
（４）広報・啓発の推進
〇 国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資するよう、飲酒量をはじめ、
飲酒形態、年齢、性別、体質等によってどのようなリスクがあるのか等、具体的で分かりやすい「飲
酒ガイドライン」を作成する。また、飲酒習慣のない者に対し、飲酒を勧奨するものとならないよう留
意しつつ、様々な場面での活用、周知を図る。 【厚生労働省】

２．不適切な飲酒の誘引の防止
（２）表示
○ 酒類業界は、いわゆるストロング系アルコール飲料の普及が進んでいることや、１（４）①の「飲
酒ガイドライン」の内容、活用・周知の状況も踏まえつつ、酒類の容器にアルコール量を表示する
ことについて速やかに検討を行う。 【国税庁】

令和４年10月31日
参考資料

第１回 飲酒ガイドライン作成検討会
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飲酒と健康に関する講演会

　以上のように最近の取組についてご説明させてい
ただきました。厚労省としても、アルコールについ
てはしっかりと対策を進めていければと考えていま
す。本日はご清聴ありがとうございました。

スライド 22

スライド 23

スライド 21

「スマート・ライフ・プロジェクト」によるビンジドリンキングの啓発

国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ

＜スマート・ライフ・プロジェクト＞
 「健康寿命をのばそう！」をスローガンに、国民全体が人生の最
後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした国民
運動。

 「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」を
主なテーマとして、健康寿命の延伸を目指し、健康づくりに取り
組む企業・団体・自治体の支援を通じて、個人や企業の「健康
意識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての
国民運動へ発展させることを目指しています。

「e-健康づくりネット」によるコンテンツの発信

解説書

支援ツール健康づくり支援担当者のための総合情報サイト
日本全国の地方自治体や企業・団体などで、健康づくりの取り組みを検

討・実施されている方々に向けて、健康づくりのポイントや参考となる事
例をそれぞれの内容にあわせたツールでご紹介しています。今後も新規
ツールの追加や、指針・ガイドライン等の改訂に伴う内容の更新を予定し
ています。
これから検討を始める方、既に実施している施策をより効率的にしたい

方など、健康づくりを実施される方に、すぐにご活用いただける情報をお
届けします。

（https://e-kennet.mhlw.go.jp/）

こここここここここここここ

飲酒ガイドライン作成検討会

１ .趣旨
アルコール健康障害対策基本法（平成25年法律第109号）第12条第１項に基づき、アルコール健康障害対策の総合的かつ
計画的な推進を図るために策定されたアルコール健康障害対策推進基本計画の第２期計画（令和３年度～令和７年度）で
は、基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るため、国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲
酒行動の判断に資する「飲酒ガイドライン」を作成することとされている。
これを受け、必要な専門的知見に基づき当該ガイドラインを作成するため、学識経験者・実務者の参集を得て検討を行う。

２ .検討事項
• 飲酒ガイドライン案の作成

３ .構成
構成員 所属

１ 秋山 美紀 慶應義塾大学環境情報学部教授
２ 池原 賢代 大阪大学大学院医学系研究科特任准教授
３ 小原 圭司 島根県立心と体の相談センター所長
４ 久野 遙加 筑波大学医学医療系 地域総合診療医学助教
５ 斎藤 トシ子 新潟医療福祉大学名誉教授
６ 鈴木 眞理 跡見学園女子大学特任教授
７ 高見 太郎 山口大学大学院医学系研究科教授

８ 平井 啓 大阪大学大学院人間科学研究科准教授
９ 松下 幸生○ 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長
10 森 千鶴 東京医療学院大学看護学科長

４ .期間
令和４年10月31日： 第１回

令和４年11月28日： 第２回

令和４年12月19日： 第３回

令和５年７月５日： 第４回

（第５回以降は調整中）

（敬称略・五十音順、○：座長）


